
美容業における転倒災害の死傷災害発生事例（2017年）
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年

発生

月

時間 死傷災害発生事例
年

齢

労

働

者

規

模

2 9~10
研修準備の最中、椅子を運ぶ際障害物を避けようとしたら滑って転び、右足小指を骨

折した。
19 ―

2 8~9

朝に予約が入っていた為、事業場敷地内の駐車場に車を停め、玄関前の花壇の脇の石

の上に乗って近道しようとしたところ、足を置いた花壇の石が回るように滑り、左足

をねじって手をついて転んだ。 痛みがあったが立てたので、そのまま仕事をした

が、夕方から足が腫れ翌日病院へ行ったところ、足首の骨折をしていたものである。

57

10

～

29

4

11

～

12

お客様の着物トジを見ている時に、しびれのため正座から立ち上がる時に足がうまく

つけず右側に転び、右足の甲からにぶい音が聞こえた。 そのあと悪寒がし、甲が腫

れてきて、後日に右足甲の剥離骨折と診断された。

42 ―

9

18

～

19

帰宅時、店の駐車場で転倒、通院治療していたが、転院先で手術が必要と診断、手術

後、リハビリ等で約1ヶ月の休業が必要とのことであった。
38

1

～

9

10
8～

9

店舗内シャンプー台付近で、タオルを畳んでいる時に来客があり、急いでタオルをス

タッフルームに片付けようとしたところ、床で滑ってしまい左肘を打った。
42

1

～

9

10

11

～

12

被災者はシャンプー・カットのお客様のシャンプーを終え、セット面までご案内し、

カットを実施。 カット終了後、被災者がナイロン製のカットクロスをお客様から外

した時、お客様がシャンプー台にメガネを忘れている旨を被災者に伝えたため、被災

者は、本来ならカットクロスを置いて移動すべきところ、持ったまま小走りでメガネ

を取りに行った。 被災者は持っていたカットクロスを踏んだか、足に引っかけたた

57

50

～

99



めバランスを崩し、転倒した。 被災者が起きられない状態で顔を押さえていたた

め、救急車に連絡。 医師の診察を受けた結果、骨折と診断。

11

12

～

13

店舗前玄関部分にて、荷物とゴミの搬出中に玄関の段差部分で踵を踏み外し、バラン

スを崩して右側に転倒した。 その際、右手でかばったが、右手中指の側副靭帯を断

裂してしまった。

40

10

～

29

12 7~8
電車と徒歩で通勤し、ロープを跨いで事業場の駐車場敷地内へ入ろうとした際、誤っ

て足を引っ掛けて転倒し、負傷した。
65

1

～

9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to : https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html
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